
◎「養護老人ホーム」とは？
養護老人ホームとは、身体的・精神的または経済的な理由などにより、ご自宅での日常生活が
困難な概ね６５歳以上の高齢者が対象の施設サービスです。
自立した生活を送れるように支援として、食事や日常生活の見守りやお手伝いをしています。
もし、介護保険サービスが必要になった場合でも介護サービスを利用することができます。

養護老人ホームみのり苑
～全個室（定員50名）～



養護老人ホーム被措置者(入所者本人)費用徴収金額表    (単位：円）

費用 費用

徴収月額 徴収月額

1 0 21 34,100

対象収入による階層区分（年間） 対象収入による階層区分（年間）

0～　270,000 680,001～　720,000

◎「養護老人ホーム」にはどのような方が入所可能か ？
・身寄りがない ・在宅生活に不安がある ・経済的に困窮している
・どこにも行先がない ・認知症や障がいがある ・DVケース…etc.

※入所に関して、いつでもお問い合わせください。
（措置入所についての申出先は、お住まいの区役所（保健福祉課）になります）⇒「サポートします！」

※入所がむずかしい方・・・
・「ペットと同居」はご遠慮しています ・「他者に危害を加える恐れがある方」はご遠慮しています…etc.



2 1,000 22 37,500

3 1,800 23 39,800

4 3,400 24 41,800

5 4,700 25 43,800

6 5,800 26 45,800

7 7,500 27 47,800

8 9,100 28 49,800

9 10,800 29 51,800

10 12,500 30 54,400

11 14,100 31 57,100

12 15,800 32 59,800

13 17,500 33 62,400

14 19,100 34 65,100

15 20,800 35 69,100

16 22,500 36 73,100

17 24,100 37 77,100

18 25,800 38 81,100

19 27,500 39

20 30,800 (100円未満切捨)640,001～　680,000 150万円超過額×0.9÷12月＋81,100円

上表にかかわらず、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。(期間については、国の定める費用徴収基準に準ずる)
この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要
経費を控除した後の収入をいう。

560,001～　580,000 1,380,001～1,440,000

580,001～　600,000 1,440,001～1,500,000

600,001～　640,000 1,500,001以上の場合… 

500,001～　520,000 1,200,001～1,260,000

520,001～　540,000 1,260,001～1,320,000

540,001～　560,000 1,320,001～1,380,000

440,001～　460,000 1,080,001～1,120,000

460,001～　480,000 1,120,001～1,160,000

480,001～　500,000 1,160,001～1,200,000

380,001～　400,000 960,001～1,000,000

400,001～　420,000 1,000,001～1,040,000

420,001～　440,001 1,040,001～1,080,000

320,001～　340,000 840,001～　880,000

340,001～　360,000 880,001～　920,000

360,001～　380,000 920,001～　960,000

270,001～　280,000 720,001～　760,000

280,001～　300,000 760,001～　800,000

300,001～　320,000 800,001～　840,000

会話も楽しく、食事を楽しめます 自分の時間をゆっくり過ごせます 週３日入浴できます

◎ 契約入所の場合 ※措置入所でない場合、下記の料金をお支払いいただきます。

月額料金 計１０８，０００円
（※１か月３０日として毎食注文した場合）

～内訳～ 居室 ：３９，０００円×１か月＝３９，０００円
食費 ： １，５００円×３０日＝４５，０００円
光熱水費 ： ５００円×３０日＝１５，０００円
維持管理費： ９，０００円×１か月＝ ９，０００円

養護老人ホーム（2階）～全室個室～



・北巽みのり苑居宅介護支援事業所

・巽地域包括支援センター

【養護老人ホームみのり苑】
（１階フロア「グループホームみのり苑」が併設）

大阪市生野区巽中2-14-1 
TEL：06-6756-7600
FAX：06-6756-7755
E-mail：yougo@minori-en.com

・特別養護老人ホームインパレスみのり苑
・デイサービスセンター
・ヘルパーステーション
・法人本部

【協力医療機関】
・特養インパレスみのり苑付設診療所
・医療法人育和会 育和会記念病院 (生野区) 他
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